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＜議案第６０号 堺市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例及び市長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例の一部を改正する条例＞ 

堺市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例（昭和４１年条例第３３号）新旧対照表（第１条関係） 

現行 改正後（案） 

（議会の同意を要する賠償責任の免除） （議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第６条 法第３４条において準用する地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４３条の２の８第８項の規定により水道事業又は下水道事

業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得な

ければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が５００,０００

円以上である場合とする。 

第６条 法第３４条において準用する地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４３条の２の９第８項の規定により水道事業又は下水道事

業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得な

ければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が５００,０００

円以上である場合とする。 
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市長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例（令和２年条例第２３号）新旧対照表（第２条関係） 

現行 改正後（案） 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」

という。）第２４３条の２の７第１項の規定に基づき、市長若しくは委

員会の委員若しくは委員又は本市の職員（以下「市長等」という。）の

本市に対する損害を賠償する責任（以下「損害賠償責任」という。）の

一部を免除することについて必要な事項を定める。 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」

という。）第２４３条の２の８第１項の規定に基づき、市長若しくは委

員会の委員若しくは委員又は本市の職員（以下「市長等」という。）の

本市に対する損害を賠償する責任（以下「損害賠償責任」という。）の

一部を免除することについて必要な事項を定める。 
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＜議案第６１号  堺市市税条例の一部を改正する条例＞ 

堺市市税条例（昭和４１年条例第３号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（納税管理人） （納税管理人） 

第７条 納税義務者は、法第３００条、第３５５条、第５９０条又は第

７０１条の３７の規定に該当する場合においては、市内に住所、居

所、事務所若しくは事業所（以下この項において「住所等」とい

う。）を有する者（個人にあっては独立の生計を有するものに限

る。）のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日か

ら３０日以内に市長に申告し、又は市外に住所等を有する者のうち納

税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人と

して定めることについて同日から３０日以内に市長に申請してその承

認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようと

する場合その他申告し、又は申請した事項に異動を生じた場合におい

ても、また、同様とし、その申告又は申請の期限は、その異動を生じ

た日から３０日を経過した日とする。 

第７条 納税義務者は、法第３００条、第３５５条、第５９０条又は第

７０１条の３７の規定に該当する場合においては、市内に住所、居

所、事務所若しくは事業所（以下この項において「住所等」とい

う。）を有する者（個人にあっては独立の生計を営むものに限る。）

のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から３０

日以内に市長に申告し、又は市外に住所等を有する者のうち納税に関

する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定

めることについて同日から３０日以内に市長に申請してその承認を受

けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場

合その他申告し、又は申請した事項に異動を生じた場合においても、

また、同様とし、その申告又は申請の期限は、その異動を生じた日か

ら３０日を経過した日とする。 

２ （略） ２ （略） 

（市民税の減免等） （市民税の減免等） 

第２９条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち市民税の全

額負担に堪えることが困難であると認める者については、当該各号に

定めるところにより、市民税を減免する。ただし、第１号から第３号

第２９条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち市民税の全

額負担に堪えることが困難であると認める者については、当該各号に

定めるところにより、市民税を減免する。ただし、第１号から第３号
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まで及び第７号から第９号までに規定する減免については、当該事由

が生じた日前に納期限が経過している市民税（特別徴収に係るものに

あっては、その日の属する月までの市民税）を除くものとする。 

まで及び第７号から第９号までに規定する減免については、当該事由

が生じた日前に納期限が経過している市民税（特別徴収に係るものに

あっては、その日の属する月までの市民税）を除くものとする。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 失業者（雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第１０条第１

項に規定する求職者給付の受給資格を有する者及びこれに準ずる者

をいう。）で、当該減免を受けようとする市民税の賦課期日の属す

る年（以下この項において「賦課期日の属する年」という。）中の

合計所得金額の見込額が賦課期日の属する年の前年の給与所得金額

の１０分の７以下に減少し、かつ、その者の前年の合計所得金額

（法第３１４条の２第２項に規定する基礎控除額に相当する額を控

除した後の金額とする。ただし、次に掲げる者の区分に応じ、当該

金額からそれぞれ次に定める額を控除した後の金額とする。以下こ

の号、次号、第８号及び第９号において同じ。）が２，８００，０

００円以下の者 前年の合計所得金額に応じ、規則で定める割合を

減免 

(2) 失業者（雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第１０条第１

項に規定する求職者給付の受給資格を有する者及びこれに準ずる者

をいう。）で、当該減免を受けようとする市民税の賦課期日の属す

る年（以下この項において「賦課期日の属する年」という。）中の

合計所得金額の見込額が賦課期日の属する年の前年の給与所得金額

の１０分の７以下に減少し、かつ、その者の前年の控除後合計所得

金額（前年の合計所得金額から法第３１４条の２第２項に規定する

基礎控除額に相当する額及び次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ

次に定める額を控除した後の金額をいう。以下この号、次号、第８

号及び第９号において同じ。）が２，８００，０００円以下の者 

前年の控除後合計所得金額に応じ、規則で定める割合を減免 

ア～キ （略） ア～キ （略） 

(3) 事業所得者で、その者の賦課期日の属する年中の合計所得金額の

見込額が賦課期日の属する年の前年の事業所得金額の１０分の７以

下に減少し、かつ、前年の合計所得金額が２，８００，０００円以

下の者 前年の合計所得金額に応じ、規則で定める割合を減免 

(3) 事業所得者で、その者の賦課期日の属する年中の合計所得金額の

見込額が賦課期日の属する年の前年の事業所得金額の１０分の７以

下に減少し、かつ、前年の控除後合計所得金額が２，８００，００

０円以下の者 前年の控除後合計所得金額に応じ、規則で定める割

合を減免 
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(4)～(7) （略） (4)～(7) （略） 

(8) 傷病により療養している者で、賦課期日の属する年中の合計所得

金額の見込額が賦課期日の属する年の前年の合計所得金額の１０分

の７以下に減少し、かつ、その者の前年の合計所得金額が２，８０

０，０００円以下の者 前年の合計所得金額に応じ、規則で定める

割合を減免 

(8) 傷病により療養している者で、賦課期日の属する年中の合計所得

金額の見込額が賦課期日の属する年の前年の合計所得金額の１０分

の７以下に減少し、かつ、その者の前年の控除後合計所得金額が

２，８００，０００円以下の者 前年の控除後合計所得金額に応

じ、規則で定める割合を減免 

(9) 納税義務者が死亡したため当該納税義務を承継すべき相続人で税

額の納付が困難であると認めるもの 次に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ次に掲げる割合を減免 

(9) 納税義務者が死亡したため当該納税義務を承継すべき相続人で税

額の納付が困難であると認めるもの 次に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ次に掲げる割合を減免 

ア （略） ア （略） 

イ 被相続人の前年の合計所得金額が３，９００，０００円以下の

者 前年の合計所得金額に応じ、規則で定める割合を減免 

イ 被相続人の前年の控除後合計所得金額が３，９００，０００円

以下の者 前年の控除後合計所得金額に応じ、規則で定める割合

を減免 

(10) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第１１

７号）第１条に規定する被爆者（法第２９２条第１項第１０号に規

定する障害者及び法第３１４条の２第１項第６号に規定する特別障

害者である者を除く。）である者及び法第２９２条第１項第７号の

同一生計配偶者又は同項第９号の扶養親族が当該被爆者である者 

規則で定める割合を減免 

(10) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第１１

７号）第１条に規定する被爆者（法第２９２条第１項第１０号に規

定する障害者及び法第３１４条の２第１項第６号に規定する特別障

害者である者を除く。）である者及び法第２９２条第１項第７号の

同一生計配偶者又は同項第９号の扶養親族が当該被爆者である者 

規則で定める額を減免 

２～５ （略） ２～５ （略） 

（法第３４９条の３第２７項等の条例で定める割合） （法第３４９条の３第２７項等の条例で定める割合） 

第３３条 地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正 第３３条 地方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）第
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する法律（令和７年法律第７号）第１条の規定による改正後の地方税

法（以下「令和７年新法」という。）第３４９条の３第２７項に規定

する家庭的保育事業の用に供する家屋及び償却資産に係る同項の条例

で定める割合は、２分の１とする。 

１条の規定による改正後の地方税法（以下「令和８年新法」とい

う。）第３４９条の３第２７項に規定する家庭的保育事業の用に供す

る家屋及び償却資産に係る同項の条例で定める割合は、２分の１とす

る。 

２ 令和７年新法第３４９条の３第２８項に規定する居宅訪問型保育事

業の用に供する家屋及び償却資産に係る同項の条例で定める割合は、

２分の１とする。 

２ 令和８年新法第３４９条の３第２８項に規定する居宅訪問型保育事

業の用に供する家屋及び償却資産に係る同項の条例で定める割合は、

２分の１とする。 

３ 令和７年新法第３４９条の３第２９項に規定する事業所内保育事業

の用に供する家屋及び償却資産に係る同項の条例で定める割合は、２

分の１とする。 

３ 令和８年新法第３４９条の３第２９項に規定する事業所内保育事業

の用に供する家屋及び償却資産に係る同項の条例で定める割合は、２

分の１とする。 

（固定資産税の免税点） （固定資産税の免税点） 

第３７条 同一の者について区内におけるその者の所有に係る土地、家

屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が

土地にあっては３００，０００円、家屋にあっては２００，０００

円、償却資産にあっては１，５００，０００円に満たない場合におい

ては、固定資産税を課さない。 

第３７条 同一の者について区内におけるその者の所有に係る土地、家

屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が

土地又は家屋にあっては３００，０００円、償却資産にあっては１，

８００，０００円に満たない場合においては、固定資産税を課さな

い。 

（固定資産の申告） （固定資産の申告） 

第４５条 固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者（法第３８９

条第１項の規定によって府知事若しくは総務大臣が評価すべき償却資

産又は法第７４２条第１項若しくは第３項の規定によって府知事が指

定した償却資産の所有者を除く。）は、法第３８３条第１項に規定す

る事項を１月３１日までに市長に申告しなければならない。 

第４５条 固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者（法第３８９

条第１項の規定によって府知事若しくは総務大臣が評価すべき償却資

産又は法第７４２条第１項若しくは第３項の規定によって府知事が指

定した償却資産の所有者を除く。）は、法第３８３条に規定する事項

を１月３１日までに市長に申告しなければならない。 
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（不申告等に関する過料） （不申告等に関する過料） 

第１０１条 市長は、納税義務者、現所有者又は第５３条第３項に規定

する軽自動車等の売主が第７条、第１８条第６項若しくは第７項、第

４５条、第４５条の２第２項若しくは第４５条の４の規定により申告

すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかった場合又は第

１８条第１項若しくは第２項、第３０条の８、第４５条の２第１項、

第５９条、第６７条の３、第８０条第２項、第９２条若しくは第９３

条の規定により提出すべき申告書若しくは報告書を正当な理由がなく

て提出しなかった場合には、その者に対し、１００，０００円以下の

過料に処する。 

第１０１条 市長は、納税義務者、現所有者又は第５３条第３項に規定

する軽自動車等の売主が第７条第１項、第１８条第６項、第４５条若

しくは第５９条の規定により申告し、若しくは報告すべき事項につい

て正当な理由がなくて申告若しくは報告をしなかった場合又は第１８

条第１項、第２項若しくは第７項、第３０条の８第１項、第４５条の

２、第４５条の４、第６７条の３、第８０条第２項、第９２条若しく

は第９３条の規定により提出すべき申告書を正当な理由がなくて提出

しなかった場合には、その者に対し、１００，０００円以下の過料に

処する。 

附 則 附 則 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） 

第３条の２ 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する

法律（令和６年法律第４１号）の施行の日から令和８年３月３１日ま

での間に取得された令和７年新法附則第１５条第２項第１号に規定す

る総務省令で定める汚水又は廃液の処理施設に係る同号の条例で定め

る割合は、２分の１とする。 

第３条の２ 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する

法律（令和６年法律第４１号）の施行の日から令和１０年３月３１日

までの間に取得された令和８年新法附則第１５条第２項第１号に規定

する総務省令で定める汚水又は廃液の処理施設に係る同号の条例で定

める割合は、２分の１とする。 

２ 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の施

行の日から令和８年３月３１日までの間に取得された令和７年新法附

則第１５条第２項第５号に規定する総務省令で定める除害施設に係る

同号の条例で定める割合は、５分の４とする。 

２ 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の施

行の日から令和１０年３月３１日までの間に取得された令和８年新法

附則第１５条第２項第５号に規定する総務省令で定める除害施設に係

る同号の条例で定める割合は、５分の４とする。 

３ 令和５年４月１日から令和８年３月３１日までの間に都市再生特別 ３ 地方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）附則第１
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措置法（平成１４年法律第２２号）第２５条に規定する認定事業によ

り新たに取得された令和７年新法附則第１５条第１４項本文に規定す

る政令で定める家屋又は償却資産に係る同項本文の条例で定める割合

は、５分の３とする。 

条第１３号に掲げる規定の施行の日から令和１１年３月３１日までの

間に都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）第２５条に規定

する認定事業により新たに取得された令和８年新法附則第１５条第１

３項本文に規定する政令で定める家屋及び償却資産のうち公共施設そ

の他政令で定めるものの用に供するものに係る同項本文の条例で定め

る割合は、５分の３とする。 

４ 令和６年４月１日から令和８年３月３１日までの間に取得された令

和７年新法附則第１５条第２５項第１号イからニまでに掲げる特定再

生可能エネルギー発電設備に係る同号の条例で定める割合は、３分の

２とする。 

４ 令和８年４月１日から令和１１年３月３１日までの間に取得された

令和８年新法附則第１５条第２４項第１号イからニまでに掲げる特定

再生可能エネルギー発電設備に係る同号の条例で定める割合は、２分

の１とする。 

５ 令和６年４月１日から令和８年３月３１日までの間に取得された令

和７年新法附則第１５条第２５項第２号に掲げる特定再生可能エネル

ギー発電設備に係る同号の条例で定める割合は、７分の６とする。 

５ 令和８年４月１日から令和１１年３月３１日までの間に取得された

令和８年新法附則第１５条第２４項第２号に掲げる特定再生可能エネ

ルギー発電設備に係る同号の条例で定める割合は、５分の３とする。 

６ 令和６年４月１日から令和８年３月３１日までの間に取得された令

和７年新法附則第１５条第２５項第３号イからハまでに掲げる特定再

生可能エネルギー発電設備に係る同号の条例で定める割合は、４分の

３とする。 

６ 令和８年４月１日から令和１１年３月３１日までの間に取得された

令和８年新法附則第１５条第２４項第３号イ及びロに掲げる特定再生

可能エネルギー発電設備に係る同号の条例で定める割合は、３分の２

とする。 

７ 令和６年４月１日から令和８年３月３１日までの間に取得された令

和７年新法附則第１５条第２５項第４号イからハまでに掲げる特定再

生可能エネルギー発電設備に係る同号の条例で定める割合は、２分の

１とする。 

７ 令和８年４月１日から令和１１年３月３１日までの間に取得された

令和８年新法附則第１５条第２４項第４号に掲げる特定再生可能エネ

ルギー発電設備に係る同号の条例で定める割合は、４分の３とする。 

８ 平成２９年４月１日から令和８年３月３１日までの間に取得された ８ 平成２９年４月１日から令和１１年３月３１日までの間に取得され
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令和７年新法附則第１５条第２８項に規定する地下街等における洪水

時、雨水出水時又は高潮時の避難の確保及び洪水時、雨水出水時又は

高潮時の浸水の防止を図るための設備で総務省令で定めるものに係る

同項の条例で定める割合は、３分の２とする。 

た令和８年新法附則第１５条第２７項に規定する地下街等における洪

水時、雨水出水時又は高潮時の避難の確保及び洪水時、雨水出水時又

は高潮時の浸水の防止を図るための設備で総務省令で定めるものに係

る同項の条例で定める割合は、３分の２とする。 

９ 都市緑地法等の一部を改正する法律（平成２９年法律第２６号）の

施行の日から令和９年３月３１日までの間に設置された令和７年新法

附則第１５条第３２項に規定する政令で定める市民緑地の用に供する

土地に係る同項の条例で定める割合は、３分の２とする。 

９ 都市緑地法等の一部を改正する法律（平成２９年法律第２６号）の

施行の日から令和９年３月３１日までの間に設置された令和８年新法

附則第１５条第３１項に規定する政令で定める市民緑地の用に供する

土地に係る同項の条例で定める割合は、３分の２とする。 

１０ 令和６年４月１日から令和８年３月３１日までの間に都市再生特

別措置法第４６条第３項第２号に規定する一体型滞在快適性等向上事

業の実施主体により整備された令和７年新法附則第１５条第３７項に

規定する政令で定める滞在快適性等向上施設等の用に供する固定資産

に係る同項の条例で定める割合は、２分の１とする。 

１０ 令和６年４月１日から令和１０年３月３１日までの間に都市再生

特別措置法第４６条第３項第２号に規定する一体型滞在快適性等向上

事業の実施主体により整備された令和８年新法附則第１５条第３６項

に規定する政令で定める滞在快適性等向上施設等の用に供する固定資

産に係る同項の条例で定める割合は、２分の１とする。 

（サービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に対する固定資産税の

減額） 

（サービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に対する固定資産税の

減額） 

第３条の２の２ 平成２７年４月１日から令和９年３月３１日までの間

に新築された令和７年新法附則第１５条の８第２項に規定する政令で

定めるサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に係る同項の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

第３条の２の２ 平成２７年４月１日から令和９年３月３１日までの間

に新築された令和８年新法附則第１５条の８第２項に規定する政令で

定めるサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に係る同項の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

（大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額） （大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額） 

第３条の２の３ 令和５年４月１日から令和９年３月３１日までの間に

令和７年新法附則第１５条の９の３第１項に規定する工事が行われた

第３条の２の３ 令和５年４月１日から令和９年３月３１日までの間に

令和８年新法附則第１５条の９の３第１項に規定する工事が行われた
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同項に規定する特定マンションに係る区分所有に係る家屋に係る同項

の条例で定める割合は、３分の１とする。 

同項に規定する特定マンションに係る区分所有に係る家屋に係る同項

の条例で定める割合は、３分の１とする。 

 （利便性等向上改修工事が行われた改修特別特定建築物に対する固定

資産税及び都市計画税の減額） 

（追加） 

第３条の２の４ 令和８年４月１日から令和１１年３月３１日までの間

に令和８年新法附則第１５条の１１第１項に規定する利便性等向上改

修工事が行われた同項に規定する改修特別特定建築物に係る同項の条

例で定める割合は、３分の１とする。 

（耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けよ

うとする者がすべき申告） 

（耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けよ

うとする者がすべき申告） 

第３条の３ 法附則第１５条の９第１項に規定する耐震基準適合住宅に

ついて、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合

住宅に係る耐震改修（同項に規定するものをいう。以下この条、次条

及び附則第３条の７において同じ。）が完了した日から３月以内に、

次に掲げる事項を記載した申告書に当該耐震改修に要した費用を証す

る書類及び当該改修後の家屋が政令附則第１２条第１９項に規定する

基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提出しなければなら

ない。 

第３条の３ 法附則第１５条の９第１項に規定する耐震基準適合住宅に

ついて、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合

住宅に係る耐震改修（同項に規定するものをいう。以下この条、次条

及び附則第３条の７において同じ。）が完了した日から３月以内に、

次に掲げる事項を記載した申告書に当該耐震改修に要した費用を証す

る書類及び当該改修後の家屋が政令附則第１２条第２０項に規定する

基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提出しなければなら

ない。 

(1)～(6) （略） (1)～(6) （略） 

（高齢者等居住改修住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を

受けようとする者がすべき申告） 

（高齢者等居住改修住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を

受けようとする者がすべき申告） 

第３条の４ 法附則第１５条の９第４項に規定する高齢者等居住改修住 第３条の４ 法附則第１５条の９第４項に規定する高齢者等居住改修住
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宅について同項の規定の適用を受けようとする者又は同条第５項に規

定する高齢者等居住改修専有部分について同項の規定の適用を受けよ

うとする者は、当該高齢者等居住改修住宅又は当該高齢者等居住改修

専有部分に係る居住安全改修工事（同条第４項に規定するものをい

う。以下この条において同じ。）が完了した日から３月以内に、次に

掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第９項各号に掲げ

る書類を添付して市長に提出しなければならない。 

宅について同項の規定の適用を受けようとする者又は同条第５項に規

定する高齢者等居住改修専有部分について同項の規定の適用を受けよ

うとする者は、当該高齢者等居住改修住宅又は当該高齢者等居住改修

専有部分に係る居住安全改修工事（同条第４項に規定するものをい

う。以下この条において同じ。）が完了した日から３月以内に、次に

掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第９項各号に掲げ

る書類を添付して市長に提出しなければならない。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(4) 政令附則第１２条第２３項に掲げる者に該当する者の住所、氏名

及び当該者が同項各号のいずれに該当するかの別 

(4) 政令附則第１２条第２４項に掲げる者に該当する者の住所、氏名

及び当該者が同項各号のいずれに該当するかの別 

(5) （略） (5) （略） 

(6) 居住安全改修工事に要した費用並びに政令附則第１２条第２４項

に規定する補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費 

(6) 居住安全改修工事に要した費用並びに政令附則第１２条第２５項

に規定する補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費 

(7) （略） (7) （略） 

（熱損失防止改修等住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を

受けようとする者がすべき申告） 

（熱損失防止改修等住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を

受けようとする者がすべき申告） 

第３条の５ 法附則第１５条の９第９項に規定する熱損失防止改修等住

宅について同項の規定の適用を受けようとする者又は同条第１０項に

規定する熱損失防止改修等専有部分について同項の規定の適用を受け

ようとする者は、当該熱損失防止改修等住宅又は熱損失防止改修等専

有部分に係る熱損失防止改修工事等（同条第９項に規定するものをい

う。以下この条及び次条において同じ。）が完了した日から３月以内

第３条の５ 法附則第１５条の９第９項に規定する熱損失防止改修等住

宅について同項の規定の適用を受けようとする者又は同条第１０項に

規定する熱損失防止改修等専有部分について同項の規定の適用を受け

ようとする者は、当該熱損失防止改修等住宅又は熱損失防止改修等専

有部分に係る熱損失防止改修工事等（同条第９項に規定するものをい

う。以下この条及び次条において同じ。）が完了した日から３月以内
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に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第１０項

各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 

に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第１０項

各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用の額及び政令附則第１２条第

３１項に規定する補助金等の額 

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用の額及び政令附則第１２条第

３２項に規定する補助金等の額 

(6) （略） (6) （略） 

（耐震基準適合家屋に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けよ

うとする者がすべき申告） 

（耐震基準適合家屋に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けよ

うとする者がすべき申告） 

第３条の７ 法附則第１５条の１０第１項に規定する耐震基準適合家屋

について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適

合家屋に係る耐震改修が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項

を記載した申告書に施行規則附則第７条第１８項に規定する補助に係

る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の促進に関する法律

（平成７年法律第１２３号）第７条又は同法附則第３条第１項の規定

による報告の写し及び当該耐震改修後の家屋が政令附則第１２条第１

９項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提出

しなければならない。 

第３条の７ 法附則第１５条の１０第１項に規定する耐震基準適合家屋

について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適

合家屋に係る耐震改修が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項

を記載した申告書に施行規則附則第７条第１８項に規定する補助に係

る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の促進に関する法律

（平成７年法律第１２３号）第７条又は同法附則第３条第１項の規定

による報告の写し及び当該耐震改修後の家屋が政令附則第１２条第２

０項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提出

しなければならない。 

(1)～(6) （略） (1)～(6) （略） 

（改修実演芸術公演施設に対する固定資産税等の減額の規定の適用を

受けようとする者がすべき申告） 

（改修特別特定建築物に対する固定資産税及び都市計画税の減額の規

定の適用を受けようとする者がすべき申告） 

第３条の８ 法附則第１５条の１１第１項に規定する改修実演芸術公演

施設について、同項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定

第３条の８ 法附則第１５条の１１第１項に規定する改修特別特定建築

物について、同項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定す
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する利便性等向上改修工事が完了した日から３月以内に、次に掲げる

事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律施行規則（平成１８年国土交通省令第１１０号）第１０条

第２項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化

に関する法律（平成２４年法律第４９号）第２条第２項に規定する実

演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長

に提出しなければならない。 

る利便性等向上改修工事が完了した日から３月以内に、次に掲げる事

項を記載した申告書に施行規則附則第７条の２第１項に規定する補助

に係る補助金確定通知書の写し及び高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号）第１４条第１項に

規定する建築物移動等円滑化基準（同条第３項の条例で付加した事項

を含む。）又は同法第１７条第３項第１号に規定する同法第２条第２

０号に規定する建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に適合す

る旨を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施

行令（平成１８年政令第３７９号）第５条第３号に規定する劇場若

しくは演芸場又は同条第４号に規定する集会場若しくは公会堂のい

ずれに該当するかの別 

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施

行令（平成１８年政令第３７９号）第５条各号に掲げる特別特定建

築物（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第１

４条第３項の条例で定める同法第２条第１８号に規定する特定建築

物を含む。）のいずれに該当するかの別 

(4)～(6) （略） (4)～(6) （略） 

（高規格堤防の整備に伴う建替家屋に係る固定資産税の減額の規定の

適用を受けようとする者がすべき申告） 

（高規格堤防の整備に伴う建替家屋に係る固定資産税の減額の規定の

適用を受けようとする者がすべき申告） 

第３条の９ 法附則第１５条の８第４項に規定する市長が認める家屋に

ついて、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該家屋に対して

新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の１月

３１日までに次に掲げる事項を記載した申告書に政令附則第１２条第

１６項に規定する従前の家屋について移転補償金を受けたことを証す

第３条の９ 法附則第１５条の８第４項に規定する市長が認める家屋に

ついて、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該家屋に対して

新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の１月

３１日までに次に掲げる事項を記載した申告書に政令附則第１２条第

１７項に規定する従前の家屋について移転補償金を受けたことを証す
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る書類を添付して市長に提出しなければならない。 る書類を添付して市長に提出しなければならない。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 
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 ＜議案第６２号 堺市介護保険条例の一部を改正する条例＞ 

 堺市介護保険条例（平成１２年条例第１６号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

附 則 附 則 

 （令和８年度の保険料率の算定に関する基準の特例）  （令和８年度の保険料率の算定に関する基準の特例） 

第１８条 （略） 第１８条 （略） 

（追加） 

 （令和８年度における前年度非課税者に係る保険料の減免の特例） 

第１９条 市長は、第１号被保険者又はその属する世帯の世帯主及び全

ての世帯員のうちに令和７年度及び令和８年度の各年度分の市民税が

課されていない者で政令附則第２５条及び前条の規定により令和８年

度分の市民税が課されているものとみなされることとなるもの（以下

「みなし課税者」という。）がいる場合であって、そのみなされるこ

とにより当該第１号被保険者の同年度分の保険料に係る保険料段階

（第１０条第１項各号に掲げる区分をいう。以下同じ。）が、当該み

なし課税者に政令附則第２５条及び前条の規定の適用がないものとし

た場合に決定されるべき当該第１号被保険者の同年度分の保険料に係

る保険料段階（次項において「政令附則第２５条等非適用保険料段

階」という。）よりも保険料率の高い保険料段階に決定されるとき

は、第１８条第１項の規定にかかわらず、当該第１号被保険者の同年

度分の保険料を減額することができる。 

２ 前項の規定による減額後の令和８年度分の保険料の額は、政令附則
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第２５条等非適用保険料段階の保険料率により算定した保険料の額と

する。 

３ 第１項の規定により保険料の減額を受けようとする者は、市長が定

めるところにより、市長に申請しなければならない。ただし、第１号

被保険者又はその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員について、令

和７年度分の市民税が課されていないことその他の同項の規定による

保険料の減額を決定するに当たって必要な情報を、市長が公簿等によ

り確認できるときは、この限りでない。 
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 ＜議案第６３号 堺市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例及び堺市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認   
 定の要件を定める条例の一部を改正する条例＞ 
堺市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和８年条例第１１号）新旧対照表（第１条関係） 

現行 改正後（案） 

（幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関す

る基準） 

（幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関す

る基準） 

第３条 法第１３条第１項に規定する条例で定める基準は、次条から第

１４条までに定めるもののほか、幼保連携型認定こども園の学級の編

制、職員、設備及び運営に関する基準（平成２６年内閣府・文部科学

省・厚生労働省令第１号。以下「基準省令」という。）（第４条第２

項、第１２条、第１３条第１項において準用する児童福祉施設の設備

及び運営に関する基準（昭和２３年厚生省令第６３号）第１１条第２

項及び附則第４条第１項（基準省令第７条第６項に係る部分に限

る。）を除く。）に規定する基準（基準省令の改正に際し定められた

経過措置に規定する基準を含む。）とする。 

第３条 法第１３条第１項に規定する条例で定める基準は、次条から第

１４条までに定めるもののほか、幼保連携型認定こども園の学級の編

制、職員、設備及び運営に関する基準（平成２６年内閣府・文部科学

省・厚生労働省令第１号。以下「基準省令」という。）（第４条第２

項、第１２条、第１３条第１項において準用する児童福祉施設の設備

及び運営に関する基準（昭和２３年厚生省令第６３号）第１１条第２

項及び附則第４条第１項（基準省令第７条第６項に係る部分に限

る。）を除く。）に規定する基準（当該基準に関し、基準省令の改正

に際し定められた経過措置に規定する基準を含む。）とする。 

（学級の編制） （学級の編制） 

第５条 １学級の園児の数は、満３歳以上満４歳未満の園児については

２５人以下とし、満４歳以上の園児については３５人以下とする。 

第５条 １学級の園児の数は、満３歳以上満４歳未満の園児については

２５人以下とし、満４歳以上の園児については３０人以下とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、教育及び保育を適切に行うことができる

と市長が認める場合には、満３歳以上満４歳未満の園児で編制する１

学級の園児の数は、３５人以下とすることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、教育及び保育を適切に行うことができる

と市長が認める場合には、満３歳以上満４歳未満の園児で編制する１

学級の園児の数は、３０人以下とすることができる。 
 

-17-



堺市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例（令和８年条例第１３号）新旧対照表（第２条関係） 

現行 改正後（案） 

（認定こども園の認定の要件） （認定こども園の認定の要件） 

第３条 法第３条第１項及び第３項に規定する条例で定める要件は、次

条から第１３条までに定めるもののほか、法第３条第２項及び第４項

並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に

関する法律第３条第２項及び第４項の規定に基づき内閣総理大臣及び

文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準（平成２６年

内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第２号。以下「基準告示」とい

う。）（第二 二後段、第三 四ただし書（地方裁量型認定こども園

に係るものに限る。）、第四 四ただし書（地方裁量型認定こども園

に係るものに限る。）、第四 五ただし書（既存施設が地方裁量型認

定こども園の認定を受ける場合であって、２の基準を満たすときに係

るものに限る。）、第五（五 ８を除く。）、第六、第七、第八 

三、第八 五及び第八 八を除く。）に規定する要件（基準告示の改

正に際し定められた経過措置に規定する要件を含む。）とする。 

第３条 法第３条第１項及び第３項に規定する条例で定める要件は、次

条から第１３条までに定めるもののほか、法第３条第２項及び第４項

並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に

関する法律第３条第２項及び第４項の規定に基づき内閣総理大臣及び

文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準（平成２６年

内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第２号。以下「基準告示」とい

う。）（第二 二後段、第三 四ただし書（地方裁量型認定こども園

に係るものに限る。）、第四 四ただし書（地方裁量型認定こども園

に係るものに限る。）、第四 五第３文（地方裁量型認定こども園に

係るものに限る。）、第五（五 ８を除く。）、第六、第七、第八 

三、第八 五及び第八 八を除く。）に規定する要件（当該要件に関

し、基準告示の改正に際し定められた経過措置に規定する要件を含

む。）とする。 

（学級の編制） （学級の編制） 

第４条 １学級の子どもの数は、満３歳以上満４歳未満の子どもについ

ては２５人以下とし、満４歳以上の子どもについては３５人以下とす

る。 

第４条 １学級の子どもの数は、満３歳以上満４歳未満の子どもについ

ては２５人以下とし、満４歳以上の子どもについては３０人以下とす

る。 

２ 前項の規定にかかわらず、教育及び保育を適切に行うことができる ２ 前項の規定にかかわらず、教育及び保育を適切に行うことができる
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と市長が認める場合には、満３歳以上満４歳未満の子どもで編制する

１学級の子どもの数は、３５人以下とすることができる。 

と市長が認める場合には、満３歳以上満４歳未満の子どもで編制する

１学級の子どもの数は、３０人以下とすることができる。 

３ （略） ３ （略） 
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＜議案第６４号 堺市公園条例の一部を改正する条例＞ 

堺市公園条例（昭和３５年条例第１８号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（園路及び広場） （園路及び広場） 

第４条の７ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害

者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法

律施行令（平成１８年政令第３７９号。以下「円滑化令」という。）

第３条第１号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち１以

上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 

第４条の７ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害

者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法

律施行令（平成１８年政令第３７９号。以下「円滑化令」という。）

第３条第１号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち１以

上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 

(1)～(5) （略） (1)～(5) （略） 

(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、円滑化

令第１１条第２号に規定する点状ブロック等及び円滑化令第２１条

第２項第１号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面

に敷設したもの（以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。）そ

の他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられて

いること。 

(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、円滑化

令第１１条第２号に規定する点状ブロック等及び円滑化令第２２条

第２項第１号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面

に敷設したもの（以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。）そ

の他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられて

いること。 

(7) （略） (7) （略） 
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＜報告第４号  堺市市税条例等の一部を改正する条例の専決処分の報告について＞ 

堺市市税条例（昭和４１年条例第３号）新旧対照表（第１条関係） 

現行 改正後（案） 

（税額控除） （税額控除） 

第１７条 １～４ （略） 第１７条 １～４ （略） 

５ 所得割の納税義務者について、法附則第５条の４第６項に規定する

市町村民税の住宅借入金等特別税額控除額があるときは、同項に規定

するところにより控除すべき額を、その者の第１４条及び第１項の規

定を適用した場合の所得割の額から控除する。 

（削る） 

６ 所得割の納税義務者について、前項の規定の適用を受けない場合に

おいて、法附則第５条の４の２第５項に規定する控除額があるとき

は、当該控除額をその者の第１４条及び第１項の規定を適用した場合

の所得割の額から控除する。 

５ 所得割の納税義務者について、法附則第５条の４第５項に規定する

控除額があるときは、当該控除額をその者の第１４条及び第１項の規

定を適用した場合の所得割の額から控除する。 

７・８ （略） ６・７ （略） 

９ 法第３７条の４の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額

から控除することができなかった金額があるときは、当該控除するこ

とができなかった金額を第７項の規定により控除されるべき額で同項

の所得割の額から控除することができなかった金額とみなして、前項

の規定を適用する。 

８ 法第３７条の４の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額

から控除することができなかった金額があるときは、当該控除するこ

とができなかった金額を第６項の規定により控除されるべき額で同項

の所得割の額から控除することができなかった金額とみなして、前項

の規定を適用する。 

（軽自動車税の納税義務者等） （軽自動車税の納税義務者等） 

第５３条 軽自動車税は、３輪以上の軽自動車（法第４４２条第５号に 第５３条 軽自動車税は、軽自動車等（法第４４２条第１号に規定する
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規定する軽自動車をいう。以下同じ。）に対し、当該３輪以上の軽自

動車の取得者（以下この節において「３輪以上の軽自動車の取得者」

という。）に環境性能割によって、軽自動車等（法第４４２条第３号

に規定する軽自動車等をいう。以下同じ。）に対し、当該軽自動車等

の所有者に種別割によって課する。 

軽自動車等をいう。以下同じ。）に対し、その所有者に課する。 

２ 軽自動車等の売買契約において、売主が当該軽自動車等の所有権を

留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を３

輪以上の軽自動車の取得者又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自

動車税を課する。 

２ 軽自動車等の所有者が法第４４５条第１項の規定により軽自動車税

を課することができない者である場合には、前項の規定にかかわら

ず、当該軽自動車等の使用者に軽自動車税を課する。ただし、公用又

は公共の用に供する軽自動車等については、この限りでない。 

３ 軽自動車等の所有者が法第４４５条第１項の規定により種別割を課

することができない者である場合には、第１項の規定にかかわらず、

その使用者に課する。ただし、公用又は公共の用に供する軽自動車等

については、これを課さない。 

３ 軽自動車等の売買契約において、売主が当該軽自動車等の所有権を

留保している場合には、買主を軽自動車等の所有者とみなして、軽自動

車税を課する。 

４ 前３項に規定するもののほか、軽自動車税の納税義務者等について

は、法第４４３条及び法第４４４条に定めるところによる。 

４ 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について、買

主の変更があったときは、新たに買主となる者を軽自動車等の所有者

とみなして、軽自動車税を課する。 

（環境性能割の課税標準）  

第５４条の２ 環境性能割の課税標準は、施行規則第１５条の１０各号

に掲げる３輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める金額と

する。 

（削る） 

（環境性能割の税率）  

第５４条の３ 次の各号に掲げる３輪以上の軽自動車に対して課する環 （削る） 
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境性能割の税率は、当該各号に定める率とする。 

(1) 法第４５１条第１項（同条第４項又は第５項において読み替えて

準用する場合を含む。）の規定の適用を受けるもの １００分の１ 

(2) 法第４５１条第２項（同条第４項又は第５項において読み替えて

準用する場合を含む。）の規定の適用を受けるもの １００分の２ 

(3) 法第４５１条第３項の規定の適用を受けるもの １００分の３ 

（環境性能割の徴収の方法）  

第５４条の４ 環境性能割の徴収については、申告納付の方法による。 （削る） 

（環境性能割の申告納付又は報告）  

第５４条の５ 環境性能割の納税義務者は、法第４５４条第１項各号に

掲げる３輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日

までに、同項の規定により市長に申告するとともに、その申告に係る

環境性能割額を納付しなければならない。 （削る） 

２ ３輪以上の軽自動車の取得者（環境性能割の納税義務者を除く。）

は、法第４５４条第１項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

時又は日までに、同項の規定により市長に報告しなければならない。 

（環境性能割の減免）  

第５４条の６ 市長は、第６２条の規定により種別割の減免の対象とな

る軽自動車等（３輪以上のものに限る。）のうち必要と認めるものに

対しては、環境性能割を減免する。 

（削る） 

（種別割の課税免除） （軽自動車税の課税免除） 
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第５５条 商品である軽自動車等で使用しないものに対しては、種別割

を課さない。 

第５５条 商品である軽自動車等で使用しないものに対しては、軽自動

車税を課さない。 

（種別割の税率） （軽自動車税の税率） 

第５６条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税率

は、１台について、それぞれ当該各号に定める額とする。 

第５６条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する軽自動車税の税

率は、１台について、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

（種別割の賦課期日及び納期） （軽自動車税の賦課期日及び納期） 

第５７条 種別割の賦課期日は、４月１日とする。 第５７条 軽自動車税の賦課期日は、４月１日とする。 

２ 種別割の納期は、５月１日から同月３１日までとする。 ２ 軽自動車税の納期は、５月１日から同月３１日までとする。 

３ （略） ３ （略） 

（種別割の徴収の方法） （軽自動車税の徴収の方法） 

第５８条 種別割の徴収については、普通徴収の方法による。 第５８条 軽自動車税の徴収については、普通徴収の方法による。 

（種別割に関する申告又は報告） （軽自動車税に関する申告又は報告） 

第５９条 種別割の納税義務者である軽自動車等の所有者又は使用者

（以下この節において「軽自動車等の所有者等」という。）は、軽自

動車等の所有者等となった日から１５日以内に、法第４６３条の１９

第１項の規定による申告を市長にしなければならない。その申告した

事項に異動を生じた場合においても、また、同様とする。 

第５９条 軽自動車税の納税義務者である軽自動車等の所有者又は使用

者（以下この節において「軽自動車等の所有者等」という。）は、軽

自動車等の所有者等となった日から１５日以内に、法第４５２条第１

項の規定による申告を市長にしなければならない。その申告した事項

に異動を生じた場合においても、また、同様とする。 

２ （略） ２ （略） 

３ 第５３条第２項に規定する軽自動車等の売主は、市長から当該軽自

動車等の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があ

３ 第５３条第３項に規定する軽自動車等の売主は、市長から当該軽自

動車等の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があ
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った場合には、当該請求があった日から１５日以内に、法第４６３条

の１９第２項の規定による報告を市長にしなければならない。 

った場合には、当該請求があった日から１５日以内に、法第４５２条

第２項の規定による報告を市長にしなければならない。 

（原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等） （原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等） 

第６１条 （略） 第６１条 （略） 

２ 法第４４５条若しくは第５４条又は第５３条第３項ただし書の規定

により種別割を課することのできない原動機付自転車等の所有者又は

使用者は、その主たる定置場が、市内に所在することとなったとき

は、その事由が発生した日から１５日以内に、市長に対し、標識交付

申請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車等の提示をして、その車

体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。種別割を課

されるべき原動機付自転車等が法第４４５条若しくは第５４条又は第

５３条第３項ただし書の規定により種別割を課されないこととなった

ときにおける当該原動機付自転車等の所有者又は使用者についても、

また、同様とする。 

２ 法第４４５条若しくは第５４条又は第５３条第２項ただし書の規定

により軽自動車税を課することのできない原動機付自転車等の所有者

又は使用者は、その主たる定置場が、市内に所在することとなったと

きは、その事由が発生した日から１５日以内に、市長に対し、標識交

付申請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車等の提示をして、その

車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。軽自動車

税を課されるべき原動機付自転車等が法第４４５条若しくは第５４条

又は第５３条第２項ただし書の規定により軽自動車税を課されないこ

ととなったときにおける当該原動機付自転車等の所有者又は使用者に

ついても、また、同様とする。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

５ 第２項の標識の交付を受けた者は、当該原動機付自転車等の主たる

定置場が市内に存在しないこととなったとき、当該原動機付自転車等

を所有し、若しくは使用しないこととなったとき、又は当該原動機付

自転車等に対して種別割が課されることとなったときは、その事由が

発生した日から３０日以内に、市長に対し、その標識を返納しなけれ

ばならない。 

５ 第２項の標識の交付を受けた者は、当該原動機付自転車等の主たる

定置場が市内に存在しないこととなったとき、当該原動機付自転車等

を所有し、若しくは使用しないこととなったとき、又は当該原動機付

自転車等に対して軽自動車税が課されることとなったときは、その事

由が発生した日から３０日以内に、市長に対し、その標識を返納しな

ければならない。 

６～９ （略） ６～９ （略） 

-27-



（種別割の減免） （軽自動車税の減免） 

第６２条 市長は、次の各号のいずれかに該当する軽自動車等について

は、当該各号に定めるところにより、種別割を減免する。ただし、当

該事由が生じた日前に納期限が経過している場合においては、この限

りでない。 

第６２条 市長は、次の各号のいずれかに該当する軽自動車等について

は、当該各号に定めるところにより、軽自動車税を減免する。ただ

し、当該事由が生じた日前に納期限が経過している場合においては、

この限りでない。 

(1)～(5) （略） (1)～(5) （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 市長は、前２項に定めるもののほか、これらの規定との均衡上又は

公益上特別の事情があると認める場合においては、種別割を減免する

ことができる。 

３ 市長は、前２項に定めるもののほか、これらの規定との均衡上又は公

益上特別の事情があると認める場合においては、軽自動車税を減免す

ることができる。 

（種別割の減免に関する申請等） （軽自動車税の減免に関する申請等） 

第６３条 前条の規定により種別割の減免を受けようとする者は、納期

限までに、次に掲げる事項を記載した減免申請書に、減免を受けよう

とする事由に係る事実を証明する書類を添付して、市長に提出しなけ

ればならない。ただし、前年度において前条第１項各号の規定の適用

を受けた軽自動車等についてこれらの規定を適用する場合は、市長

は、申請がないときであっても、申請があったものとみなすことがで

きる。 

第６３条 前条の規定により軽自動車税の減免を受けようとする者は、

納期限までに、次に掲げる事項を記載した減免申請書に、減免を受け

ようとする事由に係る事実を証明する書類を添付して、市長に提出し

なければならない。ただし、前年度において前条第１項各号の規定の

適用を受けた軽自動車等についてこれらの規定を適用する場合は、市

長は、申請がないときであっても、申請があったものとみなすことが

できる。 

(1)～(5) （略） (1)～(5) （略） 

２ 前条第３項の規定の適用を受けようとする者が前項の申請をする場

合は、同項第４号の事由の記載において、他の減免に関する規定との

均衡上又は公益上特別の事情があるため種別割の減免を受けることが

２ 前条第３項の規定の適用を受けようとする者が前項の申請をする場

合は、同項第４号の事由の記載において、他の減免に関する規定との

均衡上又は公益上特別の事情があるため軽自動車税の減免を受けるこ
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相当である理由を明らかにしなければならない。 とが相当である理由を明らかにしなければならない。 

３ （略） ３ （略） 

４ 前条の規定により種別割の減免を受けた者は、当該減免に関する規

定に該当する事由が消滅した場合は、直ちにその旨を市長に届け出な

ければならない。 

４ 前条の規定により軽自動車税の減免を受けた者は、当該減免に関す

る規定に該当する事由が消滅した場合は、直ちにその旨を市長に届け

出なければならない。 

５ （略） ５ （略） 

（種別割の納税証明事項） （軽自動車税の納税証明事項） 

第６４条 道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第６２条第１

項の検査を申請しようとする同法第５９条第１項に規定する検査対象

軽自動車又は２輪の小型自動車の所有者が、同法第９７条の２第１項

に規定する書面の交付を申請した場合において、当該検査対象軽自動

車又は２輪の小型自動車について天災その他やむを得ない事由により

種別割を滞納しているときは、その旨を記載する。 

第６４条 道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第６２条第１

項の検査を申請しようとする同法第５９条第１項に規定する検査対象

軽自動車又は２輪の小型自動車の所有者が、同法第９７条の２第１項

に規定する書面の交付を申請した場合において、当該検査対象軽自動

車又は２輪の小型自動車について天災その他やむを得ない事由により

軽自動車税を滞納しているときは、その旨を記載する。 

（不申告等に関する過料） （不申告等に関する過料） 

第１０１条 市長は、納税義務者、現所有者又は第５３条第２項に規定

する軽自動車等の売主が第７条、第１８条第６項若しくは第７項、第

４５条、第４５条の２第２項若しくは第４５条の４の規定により申告

すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかった場合又は第

１８条第１項若しくは第２項、第３０条の８、第４５条の２第１項、

第５４条の５、第５９条、第６７条の３、第８０条第２項、第９２条

若しくは第９３条の規定により提出すべき申告書若しくは報告書を正

当な理由がなくて提出しなかった場合には、その者に対し、１００，

第１０１条 市長は、納税義務者、現所有者又は第５３条第３項に規定

する軽自動車等の売主が第７条、第１８条第６項若しくは第７項、第

４５条、第４５条の２第２項若しくは第４５条の４の規定により申告

すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかった場合又は第

１８条第１項若しくは第２項、第３０条の８、第４５条の２第１項、

第５９条、第６７条の３、第８０条第２項、第９２条若しくは第９３

条の規定により提出すべき申告書若しくは報告書を正当な理由がなく

て提出しなかった場合には、その者に対し、１００，０００円以下の
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０００円以下の過料に処する。 過料に処する。 

附 則 附 則 

（令和６年度分の個人の市民税の特別税額控除） （令和６年度分の個人の市民税の特別税額控除） 

第２条の２ 令和６年度分の個人の市民税に限り、法附則第５条の８第

４項及び第５項に規定するところにより控除すべき市民税に係る令和

６年度分特別税額控除額を、前年の合計所得金額が１，８０５万円以

下である所得割の納税義務者の第１４条、第１７条（第５項、第８項

及び第９項を除く。）、法附則第３条の３第５項、法附則第５条の５

第２項及び法附則第７条の２第４項の規定を適用した場合の所得割の

額から控除する。 

第２条の２ 令和６年度分の個人の市民税に限り、法附則第５条の８第

４項及び第５項に規定するところにより控除すべき市民税に係る令和

６年度分特別税額控除額を、前年の合計所得金額が１，８０５万円以

下である所得割の納税義務者の第１４条、第１７条（第７項及び第８

項を除く。）、法附則第３条の３第５項、法附則第５条の５第２項及

び法附則第７条の２第４項の規定を適用した場合の所得割の額から控

除する。 

２ （略） ２ （略） 

（令和７年度分の個人の市民税の特別税額控除） （令和７年度分の個人の市民税の特別税額控除） 

第２条の２の３ 令和７年度分の個人の市民税に限り、法附則第５条の

１２第３項及び第４項に規定するところにより控除すべき市民税に係

る令和７年度分特別税額控除額を、同条第３項に規定する特別税額控

除対象納税義務者の第１４条、第１７条（第５項、第８項及び第９項

を除く。）、法附則第３条の３第５項、法附則第５条の５第２項及び

法附則第７条の２第４項の規定を適用した場合の所得割の額から控除

する。 

第２条の２の３ 令和７年度分の個人の市民税に限り、法附則第５条の

１２第３項及び第４項に規定するところにより控除すべき市民税に係

る令和７年度分特別税額控除額を、同条第３項に規定する特別税額控

除対象納税義務者の第１４条、第１７条（第７項及び第８項を除

く。）、法附則第３条の３第５項、法附則第５条の５第２項及び法附

則第７条の２第４項の規定を適用した場合の所得割の額から控除す

る。 

（軽自動車税の種別割の税率の特例） （軽自動車税の税率の特例） 

第１８条 法附則第３０条第１項に規定する３輪以上の軽自動車に対す

る当該軽自動車が最初の法第４４４条第３項に規定する車両番号の指

第１８条 法附則第３０条第１項に規定する３輪以上の軽自動車に対す

る当該軽自動車が最初の道路運送車両法第６０条第１項後段の規定に
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定（以下「初回車両番号指定」という。）を受けた月から起算して１

４年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に

係る第５６条の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲

げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に

掲げる字句とする。 

よる車両番号の指定（以下「初回車両番号指定」という。）を受けた

月から起算して１４年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自

動車税に係る第５６条の規定の適用については、当分の間、次の表の

左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句とする。 

（略） 
 

（略） 
 

（令和４年度分から令和８年度分までの軽自動車税の種別割の税率の

特例） 

 

第１９条 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の

軽自動車に対する第５６条の規定の適用については、当該軽自動車が

令和４年４月１日から令和８年３月３１日までの間に初回車両番号指

定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度

の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条

の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。 

第１９条 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の

軽自動車に対する第５６条の規定の適用については、当該軽自動車が

令和７年４月１日から令和１０年３月３１日までの間に初回車両番号

指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年

度の翌年度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

（略） 
 

（略） 
 

２ 法附則第３０条第３項の規定の適用を受ける３輪以上のガソリン軽

自動車（営業用の乗用のものに限る。）に対する第５６条の規定の適

用については、当該ガソリン軽自動車が令和４年４月１日から令和８

年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初

回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種

別割に限り、同条第２号ア（イ）中「３，９００円」とあるのは

２ 法附則第３０条第３項の規定の適用を受ける３輪以上のガソリン軽

自動車（営業用の乗用のものに限る。）に対する第５６条の規定の適

用については、当該ガソリン軽自動車が令和７年４月１日から令和８

年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、令和８

年度分の軽自動車税に限り、同条第２号ア（イ）中「３，９００円」

とあるのは「２，０００円」と、同号ア（ウ）a中「６，９００円」
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「２，０００円」と、同号ア（ウ）a中「６，９００円」とあるのは

「３，５００円」とする。 

とあるのは「３，５００円」とする。 

３ 法附則第３０条第４項の規定の適用を受ける３輪以上のガソリン軽

自動車（前項の規定の適用を受けるものを除き、営業用の乗用のもの

に限る。）に対する第５６条の規定の適用については、当該ガソリン

軽自動車が令和４年４月１日から令和７年３月３１日までの間に初回

車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の

属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、同条第２号ア

（イ）中「３，９００円」とあるのは「３，０００円」と、同号ア

（ウ）a中「６，９００円」とあるのは「５，２００円」とする。 

（削る） 

（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） （軽自動車税の賦課徴収の特例） 

第２０条 前条の規定の適用を受ける３輪以上の軽自動車に係る軽自動

車税の種別割の賦課徴収については、この条例に定めるもののほか、

法附則第３０条の２に定めるところによる。 

第２０条 前条の規定の適用を受ける３輪以上の軽自動車に係る軽自動

車税の賦課徴収については、この条例に定めるもののほか、法附則第

３０条の２に定めるところによる。 

（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例）  

第２１条 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、第２章第

３節の規定にかかわらず、大阪府が、自動車税の環境性能割の賦課徴

収の例により、行うものとする。 

第２１条 削除 

２ 前項の場合においては、第５４条の規定にかかわらず、大阪府税条

例（昭和２５年大阪府条例第７５号）第６３条の３第１項に規定する

自動車に相当する３輪以上の軽自動車に対しては、軽自動車税の環境

性能割を課さない。 
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（軽自動車税の環境性能割の減免の特例）  

第２１条の２ 市長は、当分の間、第５４条の６の規定にかかわらず、

大阪府税条例第６４条の１０第１項各号に掲げる自動車に相当する３

輪以上の軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を減免する。 

（削る） 

（軽自動車税の環境性能割の申告納付又は報告の特例）  

第２１条の３ 第５４条の５の規定による申告納付又は報告について

は、当分の間、同条中「市長」とあるのは、「大阪府知事」とする。 
（削る） 

（軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付）  

第２１条の４ 本市は、大阪府が軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に

関する事務を行うために要する費用を補償するため、法附則第２９条

の１６第１項に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として大阪府に交

付する。 

（削る） 

（軽自動車税の環境性能割の税率の特例等）  

第２１条の５ 営業用の３輪以上の軽自動車に対する第５４条の３の規

定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

（削る） 第１号 １００分の１ １００分の０．５ 

第２号 １００分の２ １００分の１ 

第３号 １００分の３ １００分の２ 
 

２ 自家用の３輪以上の軽自動車に対する第５４条の３第３号の規定の

適用については、当分の間、同号中「１００分の３」とあるのは、
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「１００分の２」とする。 
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堺市市税条例の一部を改正する条例（平成２６年条例第２８号）新旧対照表（第２条関係） 

現行 改正後（案） 

附 則 附 則 

（軽自動車税に関する経過措置） （軽自動車税に関する経過措置） 

４～７ （略） ４～７ （略） 

８ 平成２７年３月３１日以前に初回車両番号指定を受けた３輪以上の

軽自動車に対して課する軽自動車税の種別割に係る堺市市税条例第５

６条及び同条例附則第１８条の規定の適用については、次の表の左欄

に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。 

８ 平成２７年３月３１日以前に初回車両番号指定を受けた３輪以上の

軽自動車に対して課する軽自動車税に係る堺市市税条例第５６条及び

同条例附則第１８条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。 

（略） 
 

（略） 
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